
岡崎市難聴高齢者補聴器購入費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、聴力低下によりコミュニケーションがとりにくい

ために日常生活上の支障がある高齢者に対し、高齢者の社会参加及び

地域交流を支援し高齢者福祉の増進に資するために、予算の範囲内に

おいて交付する岡崎市難聴高齢者補聴器購入費補助金（以下「補助金」

という。）に関し、岡崎市市費補助金等に関する規則（昭和 34 年岡崎

市規則第３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。

（補助対象者）

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、第５条の規定により

申請をする日時点において、次のいずれにも該当する者とする。

⑴ 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）

の規定により、市が整備する住民基本台帳に登録されている 65 歳以

上の者

⑵ 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第４項の規

定により身体障がい者手帳（聴覚障がいによるものに限る。）の交付

を受けることができない者であって、４分法による両耳の聴力レベ

ル（500 ヘルツ、1,000 ヘルツ×２回、2,000 ヘルツにおける平均聴

力）がそれぞれ 30 デシベル以上 70 デシベル未満である者

⑶ 耳鼻咽喉科の医師（以下「医師」という。）により、聴力低下のた

め日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であることが証明さ

れている者

⑷ その属する世帯の全員が第５条の規定により申請をする年度の市

町村民税（地方税法（昭和 25 年法律第 81 号）の規定による市町村

民税をいう。以下同じ。）が非課税である者

⑸ 過去に補助金の交付を受けていない者 

（補助対象経費）

第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次

に掲げるいずれにも該当する補聴器１台の本体価格とする。ただし、

補聴器本体価格の値引きがあったときは、当該値引き後の価格とする。

 ⑴ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（昭和 35 年法律第 145 号）の規定による医療機器に該当するも

の



⑵ 公益財団法人テクノエイド協会により登録された認定補聴器専門

店（以下「専門店」という。）にて購入したもの

 ⑶ 第６条の規定により交付の決定を受けた後に購入したもの 

（補助金の額）

第４条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１を乗じた額とし、当該

額が２万円を超えるときは２万円とする。

２ 前項に規定する額に、1,000 円未満の端数が生じたときは、その端数

は切り捨てるものとする。

（交付の申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

岡崎市難聴高齢者補聴器購入費補助金交付申請書（様式第１号）に、

次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

⑴ 医師により申請日前３か月以内に交付されたオージオグラム（純

音聴力図）

⑵ 申請者の属する世帯全員の市町村民税が非課税であることを証す

る書類

⑶ 専門店が作成した補助金の交付を受けようとする補聴器の見積書 

⑷ 前３号に掲げるほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、その年度の７月１日から２月末日までの

期間に行わなければならない。

（交付の決定）

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該

申請の内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、岡崎市難聴高

齢者補聴器購入費補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）に

より、申請者に通知するものとする。

（実績報告）

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決

定者」という。）は、岡崎市難聴高齢者補聴器購入費補助金実績報告書

（様式第３号）に、補聴器購入に係る領収書（写しを含む。）を添付し、

当該交付決定日から 30 日以内又はその年度の３月 31 日のいずれか先

に到来する日までに市長に請求しなければならない。ただし、領収書

は次に掲げるいずれにも該当するものに限る。

 ⑴ 宛名が申請者氏名であるもの 

 ⑵ 次に掲げるすべての事項が記載されているもの 

ア 購入日



イ 購入した専門店の名称

ウ 購入機器の名称又は型番

エ 購入機器の価格

（補助金の額の確定及び交付）

第８条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、補聴器購

入の実績その他請求の内容を審査した上、速やかに補助金の額を確定

するものとする。

２ 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、岡崎市難

聴高齢者補聴器購入費補助金交付額確定通知書（様式第４号）により

前条の規定による請求をした交付決定者に通知するものとする。

３ 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した交付決定者に対し、

補助金を交付するものとする。

（財産の処分の制限）

第９条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る補聴器を補助金

の交付目的に反して使用、譲渡、貸付け又は担保に供してはならない。

２ 市長は、補助金の交付を受けた者が、当該補助金に係る補聴器を事

業者に返却したことにより、収入を得たときは、その収入額の全部又

は一部を市に納付させることができる。

（検査等）

第 10 条 市長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、交

付決定者に対し、必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示

することができる。

２ 交付決定者は、前項の規定により報告を求められた場合、又は指示

があった場合は、速やかに市長の求めに応じなければならない。

（交付決定の取消又は返還）

第 11 条 市長は、交付決定者が次に掲げるいずれかに該当すると認める

ときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金がある場

合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

⑴ 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受け

たとき。

⑵ 関係法令、規則及びこの要綱に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により、交付決定を取り消したときは、岡崎市

難聴高齢者補聴器購入費補助金交付取消決定通知書（様式５号）によ

り、当該取消を受けた交付決定者に通知するものとする。

３ 第１項の規定により、補助金の返還請求を受けた交付決定者は、当



該補助金を市長が定める期日までに返還しなければならない。

（雑則）

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和９年３月 31 日限り、その効力を失う。ただし、同

日以前にこの要綱に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付

に関しては、同日以後も、なおその効力を有する。

様式第１号（第５条関係）

ア 表面 イ 裏面



様式第２号（第６条関係）

様式第３号（第７条関係）



様式第４号（第８条関係）

様式第５号（第 11 条関係）


